
事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （３）

施策番号 １４ 区分 実施事業 ページ数 １０２

○サポート体制の充実
　　・市内在住の外国人などへの情報提供など

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

新規事業等は、第４次京田辺市総合計画　まちづくりプラン分野別計画の体系ごとに掲載しています。

外国語版ハザードマップ作成事業

内容
これまでに作成した英語版のハザードマップに加え、本市に多数居住する外国人が適切に避難行動がとれるよう、中国語、
韓国語、ベトナム語版ハザードマップを作成するとともに、避難情報や液状化の想定などを最新情報に更新し、ホームペー
ジでの掲載の他、窓口配布を行う。

外国人が住みやすいまちづくりの推進

子どもの権利擁護の推進

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画における
令和５年度から取り組む新規事業等について

計画上の位置づけ

計画上の位置づけは、第２期子ども・子育て支援事業計画に掲載されている事業に近しい事業を掲載してる場合があります。

絆による安全・安心　減災プロジェクト　＜安心・安全＞

事業概要

資料 ９
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

緑豊かなエコタウン推進プロジェクト　＜緑＞

公園の新設・整備事業

○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

事業概要

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

みんなが遊べる公園環境整備事業（インクルーシブ遊具等）

田辺公園ヒコーキランドを、障がいの有無に関わらず誰もが遊べるインクルーシブ（包括的）な公園へ再整備するため、測
量・設計を進める。

計画上の位置づけ

内容

内容

田辺公園拡張整備事業（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）

Park-PFI制度による民間活力を活用して、田辺公園を拡張整備し、子どもから高齢者、障がいのある人など全ての市民が
交流する緑の拠点として、また障がいのある人が公園の管理や運営に携わることで、社会的自立を支援する拠点となる農
福連携をテーマとした公園を整備する。

計画上の位置づけ

公園の新設・整備事業

事業概要
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ８ 区分 実施事業 ページ数 ８３

いきいき健幸・子育て支援プロジェクト　＜健康＞

内容

国の積極的勧奨が再開されたＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス感染症）ワクチン接種について、定期接種および積極的勧奨の
差し控えにより接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保するため、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超え
て接種(キャッチアップ接種）を行う。（対象者:令和５年度中に１７歳～２６歳になる方）
また、キャッチアップ接種対象者のうち、定期接種の対象年齢を過ぎて２価あるいは、４価のＨＰＶワクチンの任意接種を自
費で受けた方に対して、当該任意接種の費用の助成を行う。

感染症予防対策の充実

事業概要

○予防接種事業
○感染症に係る危機管理
○感染症に係る情報提供
○感染症予防事業

母と子の健康づくり支援

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

ＨＰＶワクチンキャッチアップ等接種事業

計画上の位置づけ
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ８ 区分 実施事業 ページ数 ８３

事業概要

○予防接種事業
○感染症に係る危機管理
○感染症に係る情報提供
○感染症予防事業計画上の位置づけ

新型コロナウイルス感染症予防接種事業

内容
新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて、庁内に設置した「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」が中心となっ
て、国や府、医師会など関係機関と連携しながら、初回接種から５回目のワクチン接種まで未接種者に接種を行う。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

母と子の健康づくり支援

感染症予防対策の充実
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事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施事業 ページ数 ９５

内容

医療的ケア（児）等がどのライフステージにおいても、地域において主体的に生活ができる環境を整備するため、その支援に
関わる保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関や事業所等の関係者が、地域の課題や対応策について継続的
に意見交換や情報提供を図る協議の場として、「京田辺市医療的ケア児等支援連絡協議会」を設置する。
事業開始　令和５年度～（年度中２回開催予定）

教育・保育内容の充実

心身を健やかに育む子育て環境の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

医療的ケア児等支援に係るネットワーク構築事業

計画上の位置づけ

○保幼小中の連携の取り組みの推進（幼小接続カリキュラムの活用）
○保育内容の充実
○家庭支援推進保育事業
　　・特に配慮を要する児童の家庭を支援するため、家庭支援推進保育士等を配置
○図書館活動の充実
　　・図書の充実　　　　　　・点字図書作成
　　・子どもの本の講座など　・移動図書館
　　・障がいのある人への対面朗読　など
○地域子育てセミナーの開催支援
○特色ある園づくり
○職場体験事業

事業概要
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 １３ 区分 実施事業 ページ数 ９２

事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８２

はぐはぐ出産・子育て応援事業

内容

　伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業
　全ての妊婦及び子育て世帯が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育期まで一貫して身近で相談に
応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなげる。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し面談を行い、出産応援ギフト５万円相当及び子育て応援
ギフト５万円相当を支給する。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育て世代包括支援センターの運営事業

事業概要
妊産婦・乳幼児等の状況を継続的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門職が対応し、必要な
支援の調整や関係機関と連携する等、切れ目のない支援を行う

母と子の健康づくり支援

計画上の位置づけ

利用者を支援するための中心的な計画の作成

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

学び・文化のネットワーク創造プロジェクト　＜文化・教育＞

計画上の位置づけ

障がい児支援利用計画の作成事業

障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業

内容
　令和２年度に策定した「第６期障害福祉計画」・「第２期障害児福祉計画」の計画期間が令和５年度に終了することから、そ
の進捗状況や社会情勢の変化等に応じた「第７期障害福祉計画」・「第３期障害児福祉計画」（令和６年度～８年度）」の策定
を行う。
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基本目標 Ⅰ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８５

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ９１

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ９４

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １０３

事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （１）

施策番号 １１ 区分 実施事業 ページ数 １１０

子ども・子育て支援事業計画策定事業

計画上の位置づけ

計画上の位置づけ

地域における子育て支援の推進

内容
　子ども・子育て支援法第６１条に基づき、「京田辺市子ども・子育て支援事業計画」（計画の期間：令和７年度から５年間＝
第３期）を策定する。

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子ども・子育て支援事業計画に係る事業の推進

事業概要
○市子ども・子育て会議の開催
　　・第２期市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理

子どもの虐待防止対策の充実

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育てに係る意識の啓発及び情報提供の充実

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり
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事業名

内容

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 １２ 区分 実施事業 ページ数 ８９

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ６ 区分 実施事業 ページ数 １０８

仕事と子育ての両立支援

紙おむつ回収費用補助事業（民間保育施設・こども園）

民間保育所・こども園に対して、使用済み紙おむつの回収・処分費用を補助する。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

保育サービスの実施

事業概要

○通常保育事業
○延長保育事業
○障がい児保育事業
○預かり保育事業
○一時保育事業
○低年齢児保育（産休明け児童の保育）

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

計画上の位置づけ
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事業名

内容

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 １２ 区分 実施事業 ページ数 ８９

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ６ 区分 実施事業 ページ数 １０８

市立幼稚園・こども園保護者負担額軽減事業（教材費）

市立こども園の運営開始を機に、市立こども園及び市立幼稚園の教材費を公費負担とする。

○通常保育事業
○延長保育事業
○障がい児保育事業
○預かり保育事業
○一時保育事業
○低年齢児保育（産休明け児童の保育）

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

仕事と子育ての両立支援

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

計画上の位置づけ

保育サービスの実施

事業概要
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事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施事業 ページ数 ９５

計画上の位置づけ

（仮称）京田辺市教育振興基本計画策定事業

内容
これまで作成してきた「京田辺市教育の方針」を再編成し、教育基本法第１７条第２項に規定する「教育振興基本計画」とし
て、「（仮称）京田辺市教育振興基本計画」を策定する。計画期間は、令和６年度から令和１３年度の８年間とする。

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

教育・保育内容の充実

事業概要

○保幼小中の連携の取り組みの推進（幼小接続カリキュラムの活用）
○保育内容の充実
○家庭支援推進保育事業
　　・特に配慮を要する児童の家庭を支援するため、家庭支援推進保育士等を配置
○図書館活動の充実
　　・図書の充実　　　　　　・点字図書作成
　　・子どもの本の講座など　・移動図書館
　　・障がいのある人への対面朗読　など
○地域子育てセミナーの開催支援
○特色ある園づくり
○職場体験事業

心身を健やかに育む子育て環境の充実
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事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施事業 ページ数 ９５

事業概要

京田辺市医療的ケア児ガイドラインに基づき、医療的ケアが必要な児童を支援するため、市立小学校に看護師を配置する。

学校における医療的ケア児支援体制整備事業

○保幼小中の連携の取り組みの推進（幼小接続カリキュラムの活用）
○保育内容の充実
○家庭支援推進保育事業
　　・特に配慮を要する児童の家庭を支援するため、家庭支援推進保育士等を配置
○図書館活動の充実
　　・図書の充実　　　　　　・点字図書作成
　　・子どもの本の講座など　・移動図書館
　　・障がいのある人への対面朗読　など
○地域子育てセミナーの開催支援
○特色ある園づくり
○職場体験事業

計画上の位置づけ

心身を健やかに育む子育て環境の充実

内容

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

教育・保育内容の充実
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １１１

事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １１１

事業概要 ○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

薪小学校体育館部分改修事業

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

インフラ長寿命化計画策定事業

事業概要 ○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

内容

京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、薪小学校体育館の部分改修を行う。
  ・床シートの張替
  ・トイレの洋式化
  ・多目的トイレの新設

計画上の位置づけ

インフラ長寿命化計画策定事業

計画上の位置づけ

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、北校舎棟の長寿命化改修を行う。
併せて、令和６年度に実施予定の中校舎長寿命化改修に係る実施計画を策定する。

田辺小学校長寿命化事業

内容
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ２ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８８

事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

野外活動センター施設整備事業

内容

野外活動センターについて、施設開所以来40年以上が経過し、旧式のトイレ棟などが老朽化しているため、利用者にとって
安全かつ快適に施設を利用していただけるよう、施設整備を行う。
また、当センターの運営について、民間事業者を公募するため、公募要領等を作成するとともに、新たに取得した土地の利
活用を図るため、測量及び基本構想の策定を行う。

計画上の位置づけ

公園の新設・整備事業

事業概要 ○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

中学校給食施設整備事業

内容

令和２年１１月に策定した「京田辺市中学校給食基本計画」に基づき成長期にある中学生に栄養バランスのとれた給食を提
供することで、子どもたちの健康維持と体力向上を図るとともに、学校給食を通した食育の推進に取り組むため、令和６年４
月の給食提供を目指して、（仮称）京田辺市学校給食センターの整備を進める。
また、（仮称）京田辺市学校給食センターから配送する給食の受入れ施設を田辺、大住、培良中学校に整備する。

計画上の位置づけ

公立中学校における給食実施事業

事業概要
○学校給食による食育の重要性や経済的な困窮対策、子育て支援などの社会的経済情勢の変化から、中学
校給食の早期実現を目指す

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

仕事と子育ての両立支援
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施事業 ページ数 １１０

事業概要

内容

計画上の位置づけ

市民活動の推進

○市民団体の活動助成
○市民活動に関する講座

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり

地域における子育て支援の推進

地域力創造事業（北部・中部住民センター無線通信環境整備等）

南部まちづくりセンターにおいて、コミュニティカフェやまちライブラリーの運営をとおして地域住民の交流や市民活動を促進
するとともに、中間支援団体からまちづくりアドバイザーを招へいし、全市的な市民活動等の相談窓口を設置する。
  ・地域の意向に応じ、まちづくり協議会の設立に向けて、ワークショップの開催等の支援、まちづくり協議会の運営に対する
支援を行う。
  ・北部及び中部住民センターにフリーWi-Fiの環境整備等を行い地域の活動拠点としての機能を充実させ、市民協働を推
進する。
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